
 

 

 

 

 

 

 

県内初「みやぎ認知症応援大使」の委嘱について 

 

認知症の人本人が普及啓発活動等を行い、その活動状況を広く発信・周知することで、認知症への関

心と正しい理解を広めることを目的とする、県内初の「みやぎ認知症応援大使」の委嘱状交付式を開催

いたします。 

 

１ みやぎ認知症応援大使について 

（１）任期 

３年（令和６年１２月１８日から令和９年１２月１７日まで） 

（２）人数 

４名（プロフィールは別紙のとおり） 

（３）活動内容 

・宮城県が行う認知症の普及啓発活動への参加・協力 

・認知症サポーター養成講座の講師であるキャラバン・メイトへの協力 

・その他知事が必要と認めた活動への協力 

 

２ 委嘱状交付式について 

（１）日 時 

   令和６年１２月１８日（水）午後２時から午後２時２０分 

（２）場 所 

   宮城県行政庁舎４階 庁議室 

（３）出席者 

   みやぎ認知症応援大使 ４名 

   村井知事 ほか 

  

（参考）認知症本人大使「希望大使」について 

国は、認知症の人本人からの発信の機会が増えるよう、７人の認知症本人の方を「希望大使」

として任命しています。 

また、全国それぞれの地域で暮らす認知症の人と共に普及啓発を進める体制を整備し、発信の

機会を拡大することを目的として、都道府県ごとに「地域版希望大使」の設置を進めており、こ

れまで２４の都道府県で設置されています。 

 

※ 委嘱状交付式の取材を御希望の場合は、別紙の申込書により１２月１６日（月）午後３時までに電

子メールで御連絡願います。 
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